
拠点となる医療機関以外の専門性を有す
る病院（ex.子ども、思春期、成人期等の
分野） 

発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業（新規） 

 平成29年１月に総務省から「発達障害者支援に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」がなされたが、発達障害の
専門的医療機関が少ないという指摘があり、専門的医療機関の確保が急務となっている。 
 これを踏まえ、平成30年度概算要求において、発達障害の発達障害の診療・支援ができる医師の養成を行うための研
修等を実施し、専門的医療機関の確保を図る。 

＜事業イメージ＞ 
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発達障害児者とその家族 
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地域の専門病院、診療所（かかりつけ
医含む） 

※医療機関によっては、かかりつけ医等発達障
害対応力向上研修も併せて受講 

発達障害支援のコーディネーター 

①医療機関の研修実施のコー
ディネート 

②医療機関同士の研修会実施 

③当事者・家族に対して適切な
医療機関の紹介 

地域の拠点となる
医療機関 

（高度な専門性） 


